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(57)【要約】
【課題】本発明の目的は、回動プリズム内視鏡を提供す
ることにある。
【解決手段】駆動手段を備えた回動プリズム内視鏡であ
って、該駆動手段は、遠位に設けられた回動プリズム１
２６に接続され、内視鏡の近位端と遠位端との間で近位
方向及び遠位方向に前後運動する制御部材１２２と、可
変輪郭形状を有する制御面と、制御面と接触して制御面
に対し運動し、制御面と接触しながら制御部材１２２を
近位方向及び遠位方向に前後運動させる係合部材と、を
備える。遠位に設けられた回動プリズム１２６は、内視
鏡の視野角を、内視鏡の長軸に略平行な前方１５４と内
視鏡の長軸に対し角度をなす側方１５８との間で、変え
る。
【選択図】図２Ｂ
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　遠位に設けられた回動プリズムに接続され、内視鏡の近位端と遠位端との間で近位方向
及び遠位方向に前後運動する制御部材であって、該制御部材の前後運動により該回動プリ
ズムをそのプリズム軸の周りに回動させ、前記制御部材の前後運動中は、前記制御部材は
該内視鏡の長軸に対する該制御部材の方向を維持している、制御部材と
　可変輪郭形状を有する制御面と、
　前記制御面と接触し、前記制御面に対し運動し、前記制御面に接触しながら前記制御部
材を近位方向及び遠位方向に前後運動させる係合部材と、
　を備えたことを特徴とする回動プリズム内視鏡。
【請求項２】
　前記係合部材は、前記内視鏡の長軸の周りに回動する駆動部材に形成されていることを
特徴とする請求項１記載の回動プリズム内視鏡。
【請求項３】
　前記制御面は、前記内視鏡の長軸の周りに回動する駆動部材に形成されていることを特
徴とする請求項１記載の回動プリズム内視鏡。
【請求項４】
　前記制御面の可変輪郭形状は、前記回動プリズムの最大視野角に対応する山と、前記回
動プリズムの最小視野角に対応する谷と、を備えていることを特徴とする請求項１記載の
回動プリズム内視鏡。
【請求項５】
　前記係合部材又は前記制御面は、前記プリズム調整ノブに、磁気的に接続されており、
前記プリズム調整ノブの運動は、前記係合部材又は前記制御面に対応する運動を生じさせ
ることを特徴とする請求項１記載の回動プリズム内視鏡。
【請求項６】
　前記プリズム調整ノブは、前記係合部材又は前記制御面の上方にて半径方向に設けられ
ており、前記内視鏡の長軸の周りに回動することを特徴とする請求項５記載の回動プリズ
ム内視鏡。
【請求項７】
　さらに、ハンドルを備え、
　前記ハンドルは、片手で前記内視鏡を持って前記圧力調整ノブを回せるように、前記プ
リズム調整ノブ近傍の前記内視鏡長軸を含むことを特徴とする請求項６記載の回動プリズ
ム内視鏡。
【請求項８】
　さらに、ばね機構を備え、
　前記ばね機構は、前記制御面と係合し、前記制御面を前記係合部材に接触するように押
し付けることを特徴とする請求項１記載の回動プリズム内視鏡。
【請求項９】
　さらに、プリズム調整ノブを備え、
　前記プリズム調整ノブの回動は、前記係合部材又は前記制御面に対応する回動を生じさ
せ、
　前記ノブの回動は、前記回動プリズムの視野角の変化と１対１に対応することを特徴と
する請求項１記載の回動プリズム内視鏡。
【請求項１０】
　前記内視鏡は、少なくとも一のプリセット視野角位置を有し、
　前記プリズム調整ノブを該プリセット視野角位置まで回動したときに、該プリズム調整
ノブが該プリセット視野角位置に固定されることを特徴とする請求項９記載の回動プリズ
ム内視鏡。
【請求項１１】
　前記プリズム調整ノブは、配置部材を備え、
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　前記配置部材は、前記内視鏡長軸に沿って延設され、該内視鏡長軸を含む内視鏡の一部
と係合し、
　また、前記配置部材は、受け部材を備え、
　前記受け部材は、現在の視野角位置にて、前記配置部材を受けて固定することを特徴と
する請求項１０記載の回動プリズム内視鏡。
【請求項１２】
　前記回動プリズムの回動は、前記内視鏡の視野角を、前方と側方との間で変えることを
特徴とする請求項１記載の回動プリズム内視鏡。
【請求項１３】
　前記回動プリズムを前方視野角に一致させると、前記回動プリズムは、光像の方向を実
質的に変えることなく、該光像を、伝送工学系又は固体撮像素子に導くことを特徴とする
請求項１２記載の回動プリズム内視鏡。
【請求項１４】
　前記回動プリズムを側方視野角に一致させると、前記回動プリズムは、光像の方向を第
一方向と第二方向との間で変えることにより、該光像を伝送光学系又は固体撮像素子に向
けて反射することを特徴とする請求項１３記載の回動プリズム内視鏡。
【請求項１５】
　前記回動プリズムは、ドーブプリズムであることを特徴とする請求項１４記載の回動プ
リズム内視鏡。
【請求項１６】
　前記回動プリズムは、前方視野角と側方視野角との間の観察窓を構成するハウジング内
に設けられていることを特徴とする請求項１２記載の回動プリズム内視鏡。
【請求項１７】
　前方視野角と側方視野角との間の観察窓部分は、球面円弧状に構成されていることを特
徴とする請求項１６記載の回動プリズム内視鏡。
【請求項１８】
　内視鏡の遠位に設けられ、前記内視鏡の長軸に略平行な前方方向と該内視鏡の長軸に対
し角度をなす側方方向との間で、該内視鏡の視野角を変える回動プリズムと、
前記内視鏡の近位端に設けられ、前記駆動手段が前記回動プリズムをそのプリズム軸の周
りに回動するように前記回動プリズムに接続された駆動手段と、
を備えたことを特徴とする回動プリズム内視鏡。
【請求項１９】
　前記回動プリズムが前方視野角に一致すると、該回動プリズムは、光像の方向を実質的
に変えることなく、前記光像を伝送光学系又は固体撮像素子に導くことを特徴とする請求
項１８記載の回動プリズム内視鏡。
【請求項２０】
　前記回動プリズムが側方視野角に一致すると、該回動プリズムは、光像の方向を第一方
向と第二方向との間で変えることにより、前記光像を伝送光学系又は固体撮像素子に向け
て反射することを特徴とする、請求項１９記載の回動プリズム内視鏡。
【請求項２１】
　前記回動プリズムは、ドーブプリズムであることを特徴とする請求項２０記載の回動プ
リズム内視鏡。
【請求項２２】
　前記回動プリズムは、前方視野角と側方視野角との間の観察窓を構成するハウジング内
に設けられていることを特徴とする請求項２０記載の回動プリズム内視鏡。
【請求項２３】
前方視野角と側方視野角との間の観察窓部分は、球面円弧状に構成されていることを特徴
　とする請求項２２記載の回動プリズム内視鏡。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　本発明は視野方向可変型内視鏡に関し、詳しくは、その遠位端に設けられた回動プリズ
ムを備えた硬性シャフト内視鏡に関する。
【背景技術】
【０００２】
　視野方向可変型内視鏡では、使用者が内視鏡の位置を変えることなく、内視鏡の視野方
向を切り換えることができる。視野方向可変型の内視鏡は通常、硬性、軟性、という二つ
のタイプに分類される。使用者は、内視鏡先端の脇や背後にある組織を観察したいが、解
剖学的な制約や手術野に別の外科器具がある制約のために、内視鏡のシャフトを容易に動
かせない時には、視野方向可変型内視鏡が役立つ。
【０００３】
　視野方向可変型の内視鏡は、外科医による術式アプローチに、より柔軟性をもたらすの
で、望ましい。例えば、一般的な診断スクリーニングが膀胱内壁の病変や腫瘍の検査を含
む膀胱鏡検査の場合、視野が移動しやすくなると、診断精度が向上する。この種の診断を
行う際、側方や逆方向を観察する機能は、膀胱頸部近傍の入口領域を含む膀胱壁全体を視
覚的にカバーすることができるので重要である。耳鼻咽頭手術や脳神経外科手術では、手
術が繊細であり、また入口ポートは小さいので、視野を切り換えることが望まれている。
そのため、患者に重大な損傷を与えることなく、内視鏡を操作するのは難しい。側視及び
後視の機能は重要であるが、腫瘍の切除中又は切除後に腫瘍断片を追跡する必要があると
き、もしその腫瘍断片を発見できないと、新しい腫瘍の核となり得る。腹腔鏡検査、別の
外科的専門分野では、より少ない操作を強いられるが、視野方向が切り換えられると、外
科医は、手術中、より所望の観察角度を得ることができ、診断能力を高めることができる
ので、多くの恩恵を受けられる。また、視野の多様性の更なる向上のために、視野方向可
変型内視鏡は、非標準位置から標準視野を得る機能により、別ツールとの衝突を最小限に
して、外科計画を簡略化することができるので、外科医は、内視鏡を横にずらしても、所
望の視野を維持し続けることができる。
【０００４】
　視野方向可変型内視鏡の基本的特徴は通常、外科医にとって死角となる動きをなくすこ
とである。死角となる動きは、装置が向かっているところを観察することができずに、患
者の体内で装置を動かす過程で起きる。すなわち、内視鏡の前方にあるものを見ることが
できずに、視野角固定型の側視内視鏡をその長さ方向に前進させる必要のあるときに、又
は内視鏡の視野境界あたりで外科的ツールを操作しなければならないときに、死角となる
動きが起きる。
【０００５】
　一般的に外科医は、軟性内視鏡の操作よりも、硬性内視鏡の操作を容易に行うことがで
きる。これは、内視鏡の先端と外科医の手との間に、固定関係があるためである。外科医
がその手を動かすと、内視鏡の近位端の動きは直接、内視鏡の遠位端に伝えられ、外科医
はその手の動きによって、内視鏡先端がどのように動くかを頭の中でイメージすることが
容易となる。これは、内視鏡の遠位端と近位端との間の動的関係が常に明確でない軟性内
視鏡にはあてはまらない。このため、軟性内視鏡の使用には、かなりのトレーニングを必
要とすることが多いので、多くの外科医は、状況が許せば、硬性内視鏡を選ぶ。
【０００６】
　硬性内視鏡と軟性内視鏡とは通常、異なる用途向けに設計されており、硬性内視鏡と軟
性内視鏡とには互換性がない。軟性の内視鏡は、医療市場において広く用いられているも
のの、視野方向可変型の硬性内視鏡は未だ確立されていない。長年、多くの視野方向可型
の硬性内視鏡が開発されてきたが、従来の視野角固定型の内視鏡では、視野移動の向上を
、外科医に提供することを最終的な目標としている。この目標は実現されたものの、残念
ながら短所が長所を上回ってしまった。駆動手段を優先すると一部の光チャネルを犠牲に
するので、また駆動手段を優先すると視野を制限するので、直径に対する像品質に関して
、視野方向可変型の硬性内視鏡により得られたものは、固定角内視鏡により得られたもの
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に比較し劣る。駆動手段は、設計、製造、組み立ての作業に対する煩雑さとコストとを増
大させる。機械的な複雑さが増すと、逆にロバスト性を低下させ、殺菌を更に困難とする
。さらに、人間工学的およびユーザフレンドリーな視野方向可変型内視鏡をつくることが
試みられている。種々の外科的な研究分野では、特に腹腔鏡検査では、組織のある部位に
アクセスするために、患者の体全体にわたって、外科医が内視鏡をフラットに維持できる
ようにする必要がある。この作業には、内視鏡の主軸の周りに略対称的な最小ハンドルを
備えた内視鏡が必要となる。このため、ガングリップタイプのハンドルは、外科的な用途
に適さない。
【０００７】
　現在の視野方向可変型顕微鏡（軟性又は屈曲先端をもつ硬性）には、失見当という、別
の大きな問題がある。内視鏡の視線が変わると、ユーザは、二つの問題点に直面する。第
一の問題点は、内視鏡で見ている部分を追跡し続けることが困難なことである。視野角固
定型の硬性内視鏡を用いることにより、ユーザは、内視鏡視野を、内視鏡シャフトの位置
から比較的容易に予測することができる。これは、視野方向が内視鏡の長軸に対して一定
の間隔で変化するときに、被観察組織内での空間的定位の動きをユーザがすぐに見失うと
いう場合でない。第二の問題点は、内視鏡像の上方を追跡し続けることが困難になること
である。視野変更手段により、像を周囲に対し回動すると、ユーザは、視野方向を見失い
やすくなる。特に、遠位に撮像装置を備えた視野方向可変型内視鏡では、視野方向を見失
うと、それを修正するのは、ほとんど不可能である。
【０００８】
　前記視野方向可変型の内視鏡の問題点を考えると、外科医は、視野角固定型の硬性内視
鏡を使用することが一般的である。外科医は、所定の内視鏡は３０度又は４５度の視野角
を有する、という知識に大きく頼っている。複数の固定視野角を有する内視鏡を選ぶのは
、一つには、所定の内視鏡では組織がどのように見えるかを外科医が知っているためであ
る。
【０００９】
　したがって、装置の複雑さやコストを低減することのできる駆動手段を備えた視野方向
可変型内視鏡が求められており、また、ロバスト性を有し、殺菌が容易となる装置を提供
することも求められている。さらに、装置により犠牲となる光チャネル数を最小化するこ
とのできる駆動手段が求められている。また、装置の操作性と取り扱いやすさとを改善す
ることのできる人間工学的な視野方向可変型内視鏡が求められている。さらに、視野角を
変えた時に外科医が空間的定位を維持するのをアシストすることのできる視野方向可変型
内視鏡が求められている。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　したがって、本発明の目的は、回動プリズム内視鏡を提供することにあり、該回動プリ
ズム内視鏡は、内視鏡の近位端と遠位端との間で近位方向及び遠位方向に前後運動（osci
llate）するとともに、該制御部材の近位方向及び遠位方向への前後運動により、該回動
プリズムを、そのプリズム軸の周りに回動させるように遠位に設けられた回動プリズムに
接続された制御部材と、可変輪郭形状を有する制御面と、前記制御面と接触して該制御面
に対し運動し、該制御面に接触しながら前記制御部材を近位方向及び遠位方向に前後運動
させる係合部材と、を備える。前記係合部材は、前記内視鏡の長軸の周りに回動する駆動
部材に形成することができる。また、前記制御面は、前記内視鏡の長軸の周りに回動する
駆動部材に形成することができる。
【００１１】
　本発明の別の目的は、前記制御面の有する可変輪郭形状が、前記回動プリズムの最大視
野角に対応する山と、該回動プリズムの最小視野角に対応する谷と、を構成していること
にある。
【００１２】
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　本発明の更なる目的は、前記係合部材又は前記制御面が、前記プリズム調整ノブに磁気
的に接続されており、該プリズム調整ノブの運動が、該係合部材又は該制御面に対応する
運動を生じさせることにある。前記プリズム調整ノブは、前記係合部材又は前記制御面の
上方にて、半径方向に設けられ、前記内視鏡の長軸の周りに回動することができる。
【００１３】
　また、本発明の別の目的は、前記内視鏡がハンドルを備えることにあり、該ハンドルが
、前記内視鏡の長軸を含み、前記プリズム調整ノブの近傍に設けられており、片手で、該
内視鏡を持って該プリズム調整ノブを回動することができる。
【００１４】
　本発明の更なる目的は、前記プリズム調整ノブの回動と、前記回動プリズムの視野角の
変化とが、１対１に対応することにある。
【００１５】
　また、前記内視鏡は、少なくとも一のプリセット視野角位置を有することが有利であり
、前記プリズム調整ノブを該プリセット視野角位置まで回動した際に、該プリズム調整ノ
ブが該プリセット視野角位置に固定される。一実施形態において、前記プリズム調整ノブ
は配置部材を備え、該配置部材は、前記内視鏡の長軸に沿って延設され、該内視鏡の長軸
を含む内視鏡の一部と係合し、また受け部材を備え、該受け部材は、現在の視野角位置に
て該配置部材を受けて固定する。
【００１６】
　また、本発明の更なる目的は、内視鏡が、遠位に設けられた回動プリズムを備えること
にあり、該回動プリズムは、該内視鏡の視野角を、該内視鏡の長軸に略平行な前方と該内
視鏡の長軸に対し角度をなす側方との間で、変える。前記回動プリズムを前方視野角に一
致させると、該回動プリズムは、光像の方向を実質的に変えることなく、前記光像を伝送
工学系又は固体撮像素子に導く。前記回動プリズムを側方視野角に一致させると、該回動
プリズムは、光像の方向を第一方向と第二方向との間で変えることにより、前記光像を伝
送光学系又は固体撮像素子に向けて反射する。好ましい実施形態において、前記回動プリ
ズムは、ドーブプリズムである。
【００１７】
　本発明のまた別の目的は、前方視野角と側方視野角との間の観察窓を構成するハウジン
グ内に、前記回動プリズムを設けることにある。前方視野角と側方視野角との間の観察窓
は、球面円弧状を構成することが好ましい。
【００１８】
　本発明の他の目的、その詳しい特徴、効果は、以下の図面、及び添付の記載に基づき、
より明らかになる。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】本発明にかかる回動プリズム内視鏡の斜視図である。
【図２Ａ】本発明にかかる回動プリズム内視鏡において、外側ハウジングの遠位部分が取
り外された状態の遠位端の斜視図である。
【図２Ｂ】本発明にかかる回動プリズム内視鏡において、回動プリズム、伝送光学系、駆
動ワイヤを説明するための遠位端の概略図である。
【図３Ａ】本発明にかかる回動プリズム内視鏡の近位端を側方より見た図である。
【図３Ｂ】本発明にかかる回動プリズム内視鏡において、ハンドルを構成する内視鏡部分
を取り外した状態の近位端を側方より見た図である。
【図３Ｃ】本発明にかかる回動プリズム内視鏡において、ハンドルを構成する内視鏡部分
を取り外した状態の近位端を別の側方より見た図である。
【図３Ｄ】本発明にかかる回動プリズム内視鏡において、ハンドルを構成する内視鏡部分
を取り外した状態の近位端を別の側方より見た図である。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
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　以下の詳細な説明は、本発明の一例を示すものであり、本発明の原理を限定するもので
はない。この記載は、当業者が本発明を構成し、使用することを可能にし、本発明の種々
の実施形態、適用、変更、代替、使用について説明し、現時点において本発明を実施する
最良の実施形態と考えられるものを含む。
【００２１】
　図１には、視野方向可変型内視鏡１００が示されており、この視野方向可変型内視鏡１
００は、近位端１１０と遠位端１２０との間に延設された硬性シャフト１１５を備えてい
る。内視鏡１００は、内視鏡構成部材により囲まれた中心軸１１６を有する。遠位端１２
０を体腔内に挿入すると、遠位端から体腔へ光が照射されるように、光源アダプタ１１３
が、光を内視鏡１００の近位端１１０から遠位端１２０へと供給する。遠位端１２０は回
動プリズムを備え、この回動プリズムは、そのプリズム軸の周りに回動し、体腔の光像を
受ける。硬性シャフト１１５内の光学系構成部材は、遠位端１２０からの光像を、近位端
１１０に導く。回動プリズムにより受けた光像を観察するため、外科医は、中心軸１１６
を有する把持ハンドル１１１により内視鏡１００を把持し、接眼部１１２を介して体腔内
を観察する。これに代えて、当業者に周知のカメラを、接眼部１１２に接続又は接眼部１
１２と置換し、ビデオモニター上に体腔を映し出すことができる。
【００２２】
　回動プリズムは、そのプリズム軸の周りに回動するので、外科医は、体腔内における内
視鏡の空間的配置を変えることなく、内視鏡の視野角を変えることができる。外科医は、
ハンドル１１１を把持している間中は、中心軸１１６の周りにプリズム調節ノブ１１４を
回動するため、同じ手を使うことができ、これは、回動プリズムをそのプリズム軸の周り
に回動させて、内視鏡１１０の中心軸１１６に対して回動プリズムが光像を受ける角度を
変える。片手での回動プリズム操作は、ハンドル１１１及びプリズム調整ノブ１１４が互
いに近傍に設けられ、共に中心軸１１６を含むということによって容易にされる。内視鏡
１００の中心軸１１６の周りにハンドル１１１及びプリズム調整ノブ１１４を配置し、ま
た該ハンドル１１１及びプリズム調整ノブ１１４を互いに近傍に配置することにより、内
視鏡１００は、外科医による内視鏡の使用を容易にする、優れた人間工学的なデバイスを
提供する。
【００２３】
　図２Ａ及び図２Ｂには、内視鏡１００の遠位端１２０に関して、より詳細な図が示され
ている。これらの図に示されるように、ドーブプリズム１２６に接続されたワイヤ１２２
により、ドーブプリズム１２６が、そのプリズム軸１３０の周りに回動する。ワイヤ１２
２は、近位端１１０と遠位端１２０との間に延設され、後段にて詳細に説明される手法に
より、プリズム調整ノブ１１４に接続されている。プリズム調整ノブ１１４を回動すると
、ワイヤ１２２が近位方向及び遠位方向に運動することにより、ドーブプリズム１２６を
そのプリズム軸１３０の周りに回動させる。
【００２４】
　図２Ａ及び図２Ｂに示された詳細な実施形態において、ドーブプリズム１２６は、視野
角を、中心軸１１６に対して０度（１５４）となる前方と中心軸１１６に対して１２０度
（１５８）となる側方との間で、回動することができる。ドーブプリズム１２６は、ドー
ブプリズム１２６が０度（１５４）に位置すると、ドーブプリズム１２６は、光像の方向
を変えることなく、光像をドーププリズム１２６を介して伝送光学系１３４に直線的に導
くということによって特徴付けさせている。ドーププリズム１２６が側方に位置すると、
ドーププリズム１２６は、光像の光路を伝送光学系１３４に向けて曲げて、側視を接眼部
１１２に導く。これに代えて、ＣＣＤ撮像素子又はＣＭＯＳ撮像素子のような固体撮像素
子は、伝送光学系１３４と置換又は伝送光学系１３４と一体化することができる。前記実
施形態において、固体撮像素子の撮像面は、遠位端に置くことができ、また、内視鏡の中
心軸に対し直交方向に配置することができる。撮像面は、ドーブプリズムからの像光を、
伝送光学系を介して又は直接、受光できる。ドーブプリズムは、光像を伝送光学系に導光
するための構成を簡略化することができる、すなわち光像方向を曲げるために複数のミラ



(8) JP 2010-29658 A 2010.2.12

10

20

30

40

50

ー又はプリズムを設けることの必要性を明確にするので、有利である。その結果、単純化
された機構により、内視鏡の遠位端の直径を小さくすることができる。また、ドーブプリ
ズム１２６は、一つのプリズムで、前方、側方、後方（＞９０度）の観察を、容易に行う
ことができるので、有利である。
【００２５】
　内視鏡１００内にドーブプリズム１２６を固定するのを可能にするため、遠位ハウジン
グ１３８は、伝送光学系１３４の近傍の遠位端１２０に設けられているとともに、ドーブ
プリズム１２６を受けるキャビティを内蔵している。遠位ハウジング１３８は、曲面１６
２であることを特徴としており、曲面１６２は、球面の円弧状（すなわち球面の断面形状
）である。また、対応曲面を有する観察窓（図示省略）を受ける突起１５０も、球面円弧
状である。観察窓が球面円弧状に形成されていると、内視鏡の光学特性が改善され、内視
鏡は、回動プリズム１２６の観察範囲の全体にわたって、高品質の光像を得ることができ
る。球面円弧状の観察窓の少なくとも一部は、突起１５０の寸法に対応する窓の長さ、幅
、輪郭形状を有するように構成され、また球面円弧状の観察窓部分は、曲面１６２を形成
するハウジング１３８部分に囲まれるように形成されている。突起１５０に観察窓を設け
ることにより、曲面１６２が、観察窓の損傷を保護している。
【００２６】
　プリズム調整ノブ１１４がワイヤ１２２を近位方向及び遠位方向に運動させる方法は通
常、前方と後方との間で揺動する制御面に、ワイヤ１２２を接続することにより実現され
る。すなわち、制御部材は、内視鏡１００の近位端方向及び遠位端方向に運動する。制御
部材が近位方向及び遠位方向に運動している間中、制御部材は、回動しないことによって
内視鏡１００の長軸にその方向を維持している。さらに、内視鏡１００は、可変面と係合
部材とを内蔵する。可変面は、内視鏡１００の斜め側面から変化する輪郭形状を有する。
すなわち、可変面の一部は、遠位方向に延びる。係合部材は、可変面と接触し、可変面に
沿って摺動する。一実施形態において、可変面は長軸に対して静止状態を維持し、一方、
係合部材は可変面に対し運動する。別の実施形態では、係合部材が長軸に対して静止状態
を維持し、一方、可変面が係合部材に対し運動する。いずれにしても、これらの構成部材
が互いに相対運動している間、遠位方向へと延びる可変面部分に向けて係合部材が運動す
ることによって、制御部材が近位方向へと動く。遠位方向へと延びる可変面部分より係合
部材が離れるように運動することによって、制御部材が遠位方向へと動く。これらの部材
は、内視鏡の視野角を変えるための改良された駆動手段を提供する。これら２つの構成は
、一般的な駆動手段の複雑さを低減し、外科医の失見当が避けられるように、前記駆動手
段を調整可能としている。
【００２７】
　図３Ａ～図３Ｄには、回動プリズムの視野角を調整する、好適な一実施形態が示されて
いる。内視鏡１００の長軸を含む制御部材２１０が、ハンドル１１１内に設けられている
。制御部材２１０は、内視鏡１００の遠位端に向けて方向付けられた可変面２１１を備え
る。可変面２１１の輪郭形状は、可変面２１１が遠位方向に延びる谷部２１２と頂上部２
１３とを備えるように、内視鏡１００の横斜め方向から変化している。傾斜移行部分２１
４は、谷部２１２から山部２１３へ延びる。また、ハンドル１１１内において、可変面２
１１の反対向きに、駆動部材２２０が配置されており、この駆動部材２２０もまた、内視
鏡１００の長軸を含み、該長軸の周りに回動する。駆動部材２２０は、係合部材２２１を
備え、この係合部材２２１は、駆動部材２２０から近位方向に長軸に沿って延びており、
可変面２１１と接触している。駆動部材２２０は、プリズム調整ノブ２３０を含み、この
プリズム調整ノブ２３０もまた、長軸の周りに回動する。プリズム調整ノブ２３０と駆動
部材２２０とは、磁気的に接続されている。すなわち、プリズム調整ノブ２３０又は駆動
部材２２０のいずれかは磁気要素を含んでおり、外科医がプリズム調整ノブ２３０を回動
すると、同じ方向に駆動部材２２０が回動する。この磁気的な接続のため、内視鏡をシー
ルすることができ、ノブを完全に外部に位置させることができ、より簡単な掃除及び殺菌
を可能にしている。
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【００２８】
　制御面２１０の近位面は、ばね２４０と接触している。ばね２４０は、制御面２１０と
ばね保持部材２４１との間に介在する。係合部材２２１が可変面２１１に沿って運動する
際に、ばね２４０は可変面２１１を係合部材２２１に押し付けて、係合部材２２１と可変
面２１１とを確実に接触させている。
【００２９】
　手術中、外科医は、プリズム調整ノブ２３０を、時計周り又は反時計周りに回動する。
プリズム調整ノブ２３０と駆動部材２２０との磁気的な接続により、同様に駆動部材２２
０が回動する。駆動部材２２０が回動すると、係合部材２２１は可変面２１１に沿って摺
動する。係合部材２２１を山部２１３に向けて摺動させると、制御部材２１０が近位方向
に変位する。係合部材２２１を谷部２１２に向けて摺動させると、制御部材２１０が遠位
方向に引かれる。駆動部材２２０が回動している間は、制御部材は、長軸に対する方向を
維持する。
【００３０】
　回動プリズムの視野角を正確に調整する外科医の技能を高めるため、調整ノブ２３０の
回動は、回動プリズムの視野角の変化と、１対１に対応することが好ましい。すなわち、
プリズム調整ノブ２３０を３０度回動すると、回動プリズムの視野角が３０度変化する。
これは、回動プリズムの反射角と傾斜移行領域２１４の傾斜との適切な組み合わせの選択
により実現することができる。さらに、内視鏡１００上の印の使用により、外科医は回動
プリズムの現在の視野角を知ることができ、外科医による回動プリズムの操作の技能を、
より高めることができる。例えば、図３Ｂは、回動プリズムが標準のプリセット位置に位
置しているかどうかを外科医が判断する機構を示す。本実施形態において、内視鏡１００
のハウジングの一部は、プリズム調整ノブ２３０の近傍かつ、長軸１１６の周りに、例え
ば０度，３０度，４５度，７０度，９０又は１２０度などの、標準の内視鏡視野角に位置
する複数組のディンプル２３４を備えている。ロッド２３２は、プリズム調整ノブ２３０
に接続されており、ディンプル２３４を備えたハウジング部分を越えて遠位方向に延設さ
れている。プリズムの視野角を変えるためにプリズム調整ノブ２３０を回動すると、ロッ
ド２３２がハウジング面の上方にて回動する。ロッド２３２が標準の視野角を越えて位置
すると、ロッドは一対のディンプル間に収容されて固定される。ディンプル２３４を使用
することにより、外科医は、回動プリズムが標準の視野角に位置したときを、視覚的に又
は感覚的に、判断することができる。これに代えて、ディンプル２３４は、ハウジング面
及び受けロッド２３２中に形成された窪みと置換することができる。プリセット位置の有
利な点は、外科医が、視野角をプリセット位置に設定することができることであり、内視
鏡の視野角が正確に所望の角度、例えば３０度等であることを快適に感じることができる
ことにある。上述のように、外科医は、所定の内視鏡は視野角が３０度又は４５度という
知識に頼るところが大きく、外科医は、所定の内視鏡では組織がどのように見えるかを知
っている。本発明の内視鏡により、可変視野方向を有する一の内視鏡の簡略化を外科医に
もたらし、また、外科医は、内視鏡にセットされた視野角を確認することができる。
【００３１】
　本発明の理解がなされるように、本発明は現時点において好適な実施形態について説明
した。しかしながら、本発明の要旨の範囲内で、種々の代替の設計、代替の構造構成が可
能である。したがって、本発明の範囲は前記実施形態に限定されるものでなく、多方向観
察装置に対して広く適用可能であることを理解すべきである。したがって、添付のクレー
ムの範囲内にある全ての変更、変形、均等物、及び実施は、本発明の範囲内であると考え
るべきである。
【符号の説明】
【００３２】
　　１００　・・・内視鏡
　　１２２　・・・制御部材
　　１２６　・・・プリズム
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　　２１０　・・・制御面
　　２２１　・・・係合部材

【図１】 【図２Ａ】
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【図２Ｂ】 【図３Ａ】

【図３Ｂ】 【図３Ｃ】
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